
【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 358,190 千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 2,686,687 千円

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

その他

障害福祉事業 938,321 674,028 0 0 70,879 193,414

高齢者福祉事業 27,274 860 0 56 7,069 19,289

児童福祉事業 725,623 480,713 0 21,577 59,894 163,439

母子福祉事業 25,909 13,189 0 0 3,411 9,309

生活扶助等事業 22,982 914 0 0 5,918 16,150

小計 1,740,109 1,169,704 0 21,633 147,171 401,601

国民健康保険事業特別会計（繰出金） 192,763 100,251 0 0 24,810 67,702

後期高齢者医療事業特別会計（繰出金） 294,192 37,853 0 0 68,746 187,593

介護保険事業特別会計（繰出金） 304,563 16,415 0 0 77,277 210,871

小計 791,518 154,519 0 0 170,833 466,166

母子衛生事業 41,399 2,490 0 0 10,435 28,474

疾病予防事業 84,665 1,519 0 0 22,298 60,848

健康増進事業 25,143 1,476 0 0 6,420 17,247

地域医療対策事業 3,853 0 0 0 1,033 2,820

小計 155,060 5,485 0 0 40,186 109,389

2,686,687 1,329,708 0 21,633 358,190 977,156

※1　令和5年度一般会計歳入歳出決算において、地方消費税交付金歳入総額698,980千円のうち社会保障財源化分は、358,190千円となりました。

※2　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分し、充当しています。

特定財源 一般財源

社会福祉

社会保険

保健衛生

合計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費（令和５年度決算）

　平成26年4月1日以降に引き上げられた地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てることとさ
れました。令和5年度岐南町一般会計歳入歳出決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、下記のとおりです。

区分 事業名
令和５年度

決算額

財源内訳


